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陳情番号 １１ 付議年月日 元 ． ９ ． １ ９  

件  名 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

総務政策常任委員会 ＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

９月４日、香港行政長官は市民が求める「逃亡犯条例」改正案を正式に撤回すると発表しまし

た。「逃亡犯条例」改正案の撤回を実現するには、10月から始まる香港立法会での審議を経なけ

ればなりません。 

しかし「逃亡犯条例」改正案の撤回は、香港市民らが要求する「５つの要求」（香港市民が求

める「５つの要求」とは、①「逃亡犯条例」改正案の完全撤廃、②市民活動を「暴動」とする見

解の撤回、③デモ参加者の逮捕・起訴の中止、④警察の暴力的制圧の責任追及と外部調査実施、

⑤行政長官の辞任と民主的選挙の実現）の一つではありますが、他の要求を香港政府が受け入れ

たわけではありません。すでに中国政府は香港の境界に数千人規模の人民解放軍の傘下にある武

装警察を集めており、10月１日の国慶節までに香港デモを収束させるとの見方もあり、第二の「天

安門事件」が懸念されています。 

そもそも香港は1997年に英国から中国に返還された際、50年間は「一国二制度」を維持し、言

論・報道・出版の自由、集会やデモの自由、信仰の自由などが約束されているはずですが、中国

政府は香港の「一国二制度」を50年間は維持するという約束をほごにしています。 

日本はこれを対岸の火事として済ませるべきではありません。９月３日に台湾を訪問した香港

の活動家・黄之鋒（ジョシュア・ウォン）氏は、台湾に対して香港の民主化を促すように呼び掛

け、香港市民が期待している台湾の人道支援メカニズムについて意見交換を求めました。 

中国は、７月に発表された「新時代の中国国防」において台湾独立の動きに対して「武力行使

を辞さない」、南シナ海の諸島や尖閣諸島は「中国固有の領土」と主張しており、香港の中国化

の動きが今後、台湾、沖縄へと波及する危険性を認識する必要があります。 

日本は、早急に米国、英国などと連携し、香港の自由と民主主義を守る国際世論の形成に尽力

し、中国による覇権主義を抑止するべきです。 

よって、以下の対応を日本政府に対し働きかけるよう強く求めます。 

 

(1) 香港政府に対して市民が求める「５つの要求」の受け入れを働きかけること。 

(2) 中国政府が香港の「一国二制度」を守らない場合は、米国、英国などと連携し中国への経済

制裁などを行うこと。 

(3) 万が一、香港に対する中国の武力鎮圧があった場合、邦人約２万人が安全に避難できるよう

自衛隊艦船や民間船の派遣を速やかに進めること。 

(4) 万が一、香港に対する中国の武力鎮圧があった場合、香港市民の移民受け入れを行うこと。 

 

総陳第１１号  



陳情番号 １２ 付議年月日 元 ． ９ ． ２ ０  

件  名 県の外出支援モデル事業について陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

厚生常任委員会   ＊陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

１ 陳情趣旨 

県が補正予算で、「外出支援」の事業を提出されたことは、私たち高齢者の生活実態からも

大切なことと考えます。 

地域のバス路線の廃止をはじめ自動車運転免許の返上などもあり、山坂の多い地域では負担

が生じています。このため高齢者の外出はタクシーなどに頼っているのが実態です。 

横浜市では敬老パスがありますが、バス路線のない地域では活用できません。横浜市は今年

度、市民の声を反映しミニバス運行車両補助を予算化しました。 

高齢者ばかりではなく障害者の外出、小さい子どもの病院通いなど、外出に困難を抱えてい

る住民は増えています。 

せっかく「外出支援」に取組むのですから、地域と生活している住民の実情に合った事業と

して行われることを要望します。 

 

２ 陳情項目 

 ① 外出支援の必要な実態を正確に把握するため山坂の多い地域、バス路線の無い地域はもと

より、病院・介護施設・買い物などへの外出との関係など住民の生活実態に沿った「外出困

難の実態調査」を全県下で行うこと。 

 ② 県の役割を「研修などスタートアップ」に限定せず、住民の声を反映した具体的な交通手

段の安定した確保に県として取り組むこと。 

  ③ 財政が小規模な市町村は独自の敬老パス発行などは困難です。市町村の実情に見合った県

の支援を強化すること。 

厚陳第１２号  


